
16

公園名称 所在

公有地率(%) 99.9%

凡例

都市計画決定区域

公有地

民有地

都市計画決定区域内は概ね公有地である。区域内に一

都市計画決定番号

用地取得状況

用地取得状況図

日名橋河川緑地 舳越町字稲荷1-7

カ - 26



16

公園名称 所在

都市計画決定番号

法規制状況図

日名橋河川緑地 舳越町字稲荷1-7

凡例

国有林

都市計画決定区域
風致地区
保安林

カ - 27



名称 14

所在 種別 都市緑地
当初都市計画決定日 S62.2.20 当初開設公開日 H7.3.31 最終変更日 H14.3.29

計画決定面積(ha) 59.9 開設面積(ha) 17.77 開設率(%) 30%

未開設部概要 公有地率(%) 99.9%
区域区分（用途地域） 市街化調整区域

公園・緑地概要

美矢井橋河川緑地 都市計画決定番号

河川

法規制等 河川区域

上位計画での位置づけ 特になし

整備計画の有無 特になし

長期未整備となった主な背景 ・他法令(河川法)の規制を受け、調整が必要

所在地図（長期未整備都市計画公園位置図より）

開設状況 高水敷に駐車場や野球場が整備されている。

当初の都市計画決定理由
（都市計画決定図書より引用）

を、5地区に分け、本案のように都市計画決定し、都市環境の向上と健

のである。（昭和62年）

概要
都市計画決定区域内の、水面以外の部分については概ね整備されてい
る。都市計画決定区域内は概ね公有地であり、私権の制限は少ない。

美矢井橋河川緑地

カ - 28



14

公園名称 所在

凡例

都市計画決定区域

美矢井橋河川緑地

都市計画決定番号

公園現況図

カ - 29



14

公園名称 所在

紫色は現況写真撮影位置
開設率(%) 30%

凡例

都市計画決定区域

開設区域

未開設区域

都市計画決定区域内の、大部分は河川水面であるため
開設率は低いが、高水敷の大部分は開設されている。
開設部には野球場等が整備されている。

開設状況図

美矢井橋河川緑地

都市計画決定番号

概要

カ - 30



14

公園名称 所在

凡例

都市計画決定区域

水面・のり面を除く区域

開設区域

未開設区域

都市計画決定番号

開設状況図(水面・のり面を除く)

美矢井橋河川緑地

開設率
(水面・のり面を除く)(%)

94%

カ - 31



14

1 備考 2 備考

3 備考 4 備考

5 備考 6 備考

所在美矢井橋河川緑地公園名称

都市計画決定番号

現況写真

舗装広場 未開設部（河畔林）

駐車場

仮設トイレ及び仮設倉庫 送電線鉄塔

運動場

カ - 32



14

公園名称 所在

公有地率(%) 99.9%

凡例

都市計画決定区域

公有地

民有地

都市計画決定区域内は概ね公有地である。中部電力の

河川区域内においては、河川法の規制により建築行為
はできない。

都市計画決定番号

用地取得状況

用地取得状況図

美矢井橋河川緑地

カ - 33



14

公園名称 所在

都市計画決定番号

法規制状況図

美矢井橋河川緑地

凡例

国有林

都市計画決定区域
風致地区
保安林

カ - 34



名称 15

所在 種別 都市緑地
当初都市計画決定日 S62.2.20 当初開設公開日 H7.3.31 最終変更日 H23.4.1

計画決定面積(ha) 36.2 開設面積(ha) 6.99 開設率(%) 19%

未開設部概要 公有地率(%) 100%
区域区分（用途地域） 市街化調整区域

公園・緑地概要

渡橋河川緑地 都市計画決定番号

渡町ほか

河川

法規制等 河川区域

上位計画での位置づけ 特になし

整備計画の有無 特になし

長期未整備となった主な背景 ・他法令(河川法)の規制を受け、調整が必要

所在地図（長期未整備都市計画公園位置図より）

開設状況

高水敷には運動場や散策路が整備されており、幼児用遊具なども
設置されている。天端部は、広場やベンチなどが整備されてい
る。

当初の都市計画決定理由
（都市計画決定図書より引用）

を、5地区に分け、本案のように都市計画決定し、都市環境の向上と健

のである。（昭和62年）

概要
都市計画決定区域内の水面以外の部分については、概ね開設されてい
る。全域が公有地であり、私権の制限はない。

渡橋河川緑地

カ - 35



15

公園名称 所在

凡例

都市計画決定区域

渡橋河川緑地 渡町ほか

都市計画決定番号

公園現況図

カ - 36



15

公園名称 所在

紫色は現況写真撮影位置
開設率(%) 19%

凡例

都市計画決定区域

開設区域

未開設区域

都市計画決定区域内の、大半は河川水面であるため開
設率は低いが、高水敷の大部分は開設されている。ま
た、天端部についても舗装広場が整備されているなど
河川水面以外の区域は概ね開設されている。

開設状況図

渡橋河川緑地 渡町ほか

都市計画決定番号

概要

⑤

カ - 37



15

公園名称 所在

凡例

都市計画決定区域

水面・のり面を除く区域

開設区域

未開設区域

都市計画決定番号

開設状況図（水面・のり面を除く）

渡橋河川緑地 渡町ほか

開設率
(水面・のり面を除く)(%)

90%

カ - 38



15

1 備考 2 備考

3 備考 4 備考

5 備考 6 備考

所在 渡町ほか渡橋河川緑地公園名称

都市計画決定番号

現況写真

舗装広場（左岸） 未開設部（河畔林）

ゲートボール場（右岸）

東屋及びトイレ（右岸） 運動場（左岸）

幼児用遊具（右岸）

カ - 39



15

公園名称 所在

公有地率(%) 100%

凡例

都市計画決定区域

公有地

民有地

都市計画決定区域内は全て公有地である。

都市計画決定番号

用地取得状況

用地取得状況図

渡橋河川緑地 渡町ほか

カ - 40



15

公園名称 所在

都市計画決定番号

法規制状況図

渡橋河川緑地 渡町ほか

凡例

国有林

都市計画決定区域
風致地区
保安林

カ - 41



名称 2.2.31

所在 種別 街区公園
当初都市計画決定日 S36.3.16 当初開設公開日 - 最終変更日 -

計画決定面積(ha) 0.59 開設面積(ha) 0 開設率(%) 0%

未開設部概要 公有地率(%) 0%

当初の都市計画決定理由
（都市計画決定図書より引用）

高速自動車道路、及び岡多線の建設計画に伴い、本市における公園計画
を再検討した結果、本案のように一部変更し、追加して、もって公共施
設の整備を図ろうとするものである。（昭和36年）

概要

全面未開設であり、都市計画決定区域内のほぼ全域で宅地化が進行しており、区
域内に複数の地権者が存在する。周辺に「願成寺境内こども広場」や、街区公園
である「じぞう公園」「清水公園」がある。

長期未整備となった主な背景

・計画区域内に複数の地権者が存在し、用地取得に向けた調整に時間がかかる
・計画区域周辺に、都市公園やそれに準じる機能を有した代替施設が整備され
た

整備計画の有無 特になし

開設状況 全面未開設

所在地図（徒歩圏域入り）

法規制等 特になし

市街化区域（第一種住居地域）

特になし

公園・緑地概要

上地公園 都市計画決定番号

福岡町字南藤六

住宅地

区域区分（用途地域）

上位計画での位置づけ

願成寺境内こども広場

清水公園

じぞう公園

上地公園

カ - 42



2.2.31

公園名称 所在

凡例

都市計画決定区域

上地公園 福岡町字南藤六

都市計画決定番号

公園現況図

カ - 43



2.2.31

公園名称 所在

紫色は現況写真撮影位置
開設率(%) 0%

凡例

都市計画決定区域

開設区域

未開設区域

全面未開設である。
都市計画決定区域内に、宅地などがある。

開設状況図

上地公園 福岡町字南藤六

都市計画決定番号

概要

③

上地八幡宮

カ - 44



2.2.31

1 備考 2 備考

3 備考 4 備考

5 備考 6 備考

未開設部

未開設部 未開設部

未開設部

未開設部

所在 福岡町字南藤六上地公園公園名称

都市計画決定番号

現況写真

カ - 45



2.2.31

公園名称 所在

公有地率(%) 0%

凡例

都市計画決定区域

公有地

民有地

都市計画決定番号

用地取得状況

用地取得状況図

上地公園 福岡町字南藤六

上地八幡宮

カ - 46



2.2.31

公園名称 所在

国有林

都市計画決定区域
風致地区
保安林

都市計画決定番号

法規制状況図

上地公園 福岡町字南藤六

凡例

上地八幡宮

カ - 47



名称 2.2.27

所在 種別 街区公園
当初都市計画決定日 S36.3.16 当初開設公開日 - 最終変更日 -

計画決定面積(ha) 0.49 開設面積(ha) 0 開設率(%) 0%

未開設部概要 公有地率(%) 27%

長期未整備となった主な背景

・計画区域内に複数の地権者が存在し、用地取得に向けた調整に時間がかかる
・計画区域内及びその周辺に、都市公園に準じる機能を有した代替施設が整備
された

所在地図（徒歩圏域入り）

開設状況 全面未開設

当初の都市計画決定理由
（都市計画決定図書より引用）

高速自動車道路、及び岡多線の建設計画に伴い、本市における公園計画
を再検討した結果、本案のように一部変更し、追加して、もって公共施
設の整備を図ろうとするものである。（昭和36年）

概要

全面未開設である。都市計画決定区域内の大部分が宅地のため、複数の
地権者が存在する。また、区域内に中町児童遊園を含んでおり、代替施
設としての役割を果たしている。

法規制等 特になし

上位計画での位置づけ 特になし

整備計画の有無 特になし

区域区分（用途地域） 市街化区域（第一種中高層住居専用地域）

公園・緑地概要

中町公園 都市計画決定番号

中町字東丸根

住宅地

中町児童遊園

中町公園

カ - 48



2.2.27

公園名称 所在

凡例

都市計画決定区域

中町公園 中町字東丸根

都市計画決定番号

公園現況図

カ - 49



2.2.27

公園名称 所在

紫色は現況写真撮影位置
開設率(%) 0%

凡例

都市計画決定区域

開設区域

未開設区域

都市計画決定区域内の一部が児童遊園として整備済み
であるが、都市公園としては全面未開設である。
区域内の児童遊園及び道路以外は宅地化が進行してい
る。

開設状況図

中町公園 中町字東丸根

都市計画決定番号

概要

中町児童遊園

カ - 50



2.2.27

1 備考 2 備考

3 備考 4 備考

5 備考 6 備考

所在 中町字東丸根中町公園公園名称

都市計画決定番号

現況写真

未開設部 未開設部

未開設部（中町児童遊園）

未開設部 未開設部

未開設部
（中央部道路）

カ - 51



2.2.27

公園名称 所在

公有地率(%) 27%

凡例

都市計画決定区域

公有地

民有地

中町児童遊園は岡崎市所有の公有地であり、道路と併

である。

都市計画決定番号

用地取得状況

用地取得状況図

中町公園 中町字東丸根

中町児童遊園

カ - 52



2.2.27

公園名称 所在

公共施設率(%) 16%

凡例

都市計画決定区域

整備済み公共施設

公有地

民有地

都市計画決定区域の内、16%が 中町児童遊園として整
備済みである。

都市計画決定番号

公共施設整備状況図

中町公園 中町字東丸根

用地取得状況

中町児童遊園

カ - 53



2.2.27

公園名称 所在

都市計画決定番号

法規制状況図

中町公園 中町字東丸根

凡例

国有林

都市計画決定区域
風致地区
保安林

中町児童遊園

カ - 54



名称 2.2.32

所在 種別 街区公園
当初都市計画決定日 S36.3.16 当初開設公開日 - 最終変更日 -

計画決定面積(ha) 0.36 開設面積(ha) 0 開設率(%) 0%

未開設部概要 公有地率(%) 0%

長期未整備となった主な背景
・計画区域内に複数の地権者が存在し、用地取得に向けた調整に時間がかかる
・計画区域周辺に、都市公園に準じる機能を有した代替施設が整備された

所在地図（徒歩圏域入り）

開設状況 全面未開設

当初の都市計画決定理由
（都市計画決定図書より引用）

高速自動車道路、及び岡多線の建設計画に伴い、本市における公園計画
を再検討した結果、本案のように一部変更し、追加して、もって公共施
設の整備を図ろうとするものである。（昭和36年）

概要

全面未開設であり、都市計画決定区域内で宅地化が進行し、複数の地権
者が存在する。また、近隣に「フロこども広場」や街区公園である「北
門公園」がある他、駅南中央公園をはじめとした都市公園が複数整備予
定である。

法規制等 特になし

上位計画での位置づけ 特になし

整備計画の有無 特になし

区域区分（用途地域） 市街化区域（第一種住居地域）

公園・緑地概要

針崎公園 都市計画決定番号

住宅地・寺

駅南中央公園

フロこども広場

北門公園

針崎公園

カ - 55



2.2.32

公園名称 所在

凡例

都市計画決定区域

針崎公園

都市計画決定番号

公園現況図

カ - 56



2.2.32

公園名称 所在

紫色は現況写真撮影位置
開設率(%) 0%

凡例

都市計画決定区域

開設区域

未開設区域

全面未開設である。
都市計画決定区域内の宅地化が進行している。

開設状況図

針崎公園

都市計画決定番号

概要

カ - 57



2.2.32

1 備考 2 備考

3 備考 4 備考

5 備考 6 備考

未開設部

未開設部 未開設部

未開設部

未開設部

所在針崎公園公園名称

都市計画決定番号

現況写真

カ - 58



2.2.32

公園名称 所在

公有地率(%) 0%

凡例

都市計画決定区域

公有地

民有地

個人所有の畑や山林、宅地となっている。

都市計画決定番号

用地取得状況

用地取得状況図

針崎公園

カ - 59



2.2.32

公園名称 所在

国有林

都市計画決定区域
風致地区
保安林

都市計画決定番号

法規制状況図

針崎公園

凡例

カ - 60



名称 3

所在 種別 都市緑地
当初都市計画決定日 S36.3.16 当初開設公開日 - 最終変更日 -

計画決定面積(ha) 30.9 開設面積(ha) 0 開設率(%) 0%

未開設部概要 公有地率(%) 2%
区域区分（用途地域） 市街化調整区域

公園・緑地概要

稲熊緑地 都市計画決定番号

稲熊町ほか

山林・採石場・学校施設

法規制等

上位計画での位置づけ 特になし

整備計画の有無 特になし

長期未整備となった主な背景

・他法令(森林法)の規制を受け、調整が必要
・複数の地権者が存在し、用地取得に向けた調整に時間がかかる
・山林部に、都市緑地に準じる機能を有した代替施設が整備された

所在地図（長期未整備都市計画公園位置図より）

開設状況 全面未開設

当初の都市計画決定理由
（都市計画決定図書より引用）

公園計画の再検討と併せて既定の緑地を廃止し、市街地外周部に配置替
えをなし、緑地系統の統一を図ろうとするものである。（昭和36年）

概要 全面未開設であり、複数の地権者が存在する。

稲熊緑地

カ - 61
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公園名称 所在

凡例

都市計画決定区域

稲熊緑地 稲熊町ほか

都市計画決定番号

公園現況図

カ - 62



3

公園名称 所在

紫色は現況写真撮影位置
開設率(%) 0%

凡例

都市計画決定区域

開設区域

未開設区域

全面未開設である。

開設状況図

稲熊緑地 稲熊町ほか

都市計画決定番号

概要

カ - 63


